
農地中間管理機構（農地集積バンク）の本格稼働

（機構集積協力金交付事業）

【２０，０２９百万円】

対策のポイント

農地の中間受け皿となる農地中間管理機構による担い手への農地集積・集

約化の加速化を支援します。

＜背景／課題＞

・農業の生産性を高め、競争力を強化していくためには、担い手への農地集積・集約化

を加速し、生産コストを削減していく必要があります。

政策目標

担い手が利用する面積が今後10年間（平成35年まで）で全農地面積の８割

となるよう農地集積を推進

＜主な内容＞

① 農地中間管理機構にまとまった農地を貸し付けた地域、

② 農地中間管理機構に農地を貸付け、担い手への農地集積・集約化に協力する農地

の出し手

に対し、協力金を交付します。

［交付単価］

・地域集積協力金 貸付割合に応じて、2.0万円/10ａ～3.6万円/10ａ

・経営転換協力金 貸付面積に応じて、30万円/戸～70万円/戸

・耕作者集積協力金 2.0万円/10ａ

補助率：定額

事業実施主体：都道府県（基金造成）

［お問い合わせ先：経営局農地政策課 （０３－６７４４－２１５１）］

［平成26年度補正予算の概要］




